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独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
大
学
等
に
お
け
る
教
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
も
っ
て
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た

め
、
学
資
を
支
給
す
る
給
付
型
奨
学
金
制
度
の
創
設
に
係
る
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
目
的
及
び
業
務
に
学
資
の
支
給
を
追
加
す
る
。

二
、
機
構
は
、
特
に
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
極
め
て
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対

し
て
学
資
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
機
構
に
、
学
資
の
支
給
の
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
学
資
支
給
基
金
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

五
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
学
資
の
支
給
に
係
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。


